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●生産緑地地区の指定から30年を迎える農地等に生じる変化

特定生産緑地の指定について、今後考えられる想定ケースを右ページに掲載

しております。

特定生産緑地に指定する場合 特定生産緑地に指定しない場合

固
定
資
産
税
等

〇これまでどおり優遇措置を受

けられます。（農地課税）

〇固定資産税等が宅地並み課税

になりますが、負担が段階的に

増加するように激変緩和措置

があります。（毎年１月１日現

在、現地が引き続き営農されて

いる場合に限る。４ページ目参

照）

相
続
税

〇次世代の方が相続税の納税猶

予の特例を受けて営農を継続す

ることができます。（次世代の方

は、次の相続時点で相続税の納

税猶予の特例を受けて営農する

か、買取り申出をするかを選択

できます。）

〇次世代の方が相続税の納税猶

予の特例を受けることができ

ません。（現世代の納税猶予の

み、終身営農で免除）

買
取
り
申
出

〇主たる従事者の死亡又は故障

の要件が整った場合は買取り

申出ができます。

〇30年経過を理由に買取り申出

をすることができます。（主た

る従事者の死亡又は故障の要

件は不要）

土
地
利
用
規
制

〇生産緑地地区の指定期間中は、

行為の制限や営農の義務が生

じます。

〇買取り申出の結果により、宅地

などの農地以外の土地利用へ

の転換が可能となります。

〇10年毎に延長の要否を判断で

きます。

〇生産緑地地区の指定期間中は、

行為の制限や営農の義務が生

じます。

〇買取り申出の結果により、宅地

などの農地以外の土地利用へ

の転換が可能となります。
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ケース①：特定生産緑地に指定する場合

ケース②：特定生産緑地に指定せず、生産緑地地区の指定を継続する場合

ケース③：特定生産緑地に指定せず、生産緑地の買取り申出をする場合

生産緑地

指定期間：30 年

※相続の発生等に伴い、

買取り申出が可能

1992年

12/4

指 定

固定資産税等

相 続 税

生産緑地

指定期間：30 年

特定生産緑地

指定期間：10 年

※相続の発生等に伴い、

買取り申出が可能

固定資産税等の優遇措置

相続税の納税猶予の特例

指 定

固定資産税等

相 続 税

※相続の発生等に伴い、

買取り申出が可能

相続税の納税猶予

の特例

指 定

固定資産税等

相 続 税

生産緑地

指定期間：30 年

※相続の発生等に伴い、

買取り申出が可能

相続税の納税猶予

の特例

2022年

12/4

2032年

12/4

1992年

12/4

2022年

12/4

1992年

12/4

2023年

1/1

2023年

1/1

2022年

12/4

すでに納税猶予を受けている方は、現世代に限り猶予継

続、終身営農で免除※②

宅地並み課税

2027年

1/1

2027年

1/1

※②：次世代の方における相続税の納税猶予の適用なし

生産緑地の指定から 30年が経過した後は、

特定生産緑地の指定は受けられません。

※いつでも買取り申出が可能

すでに納税猶予を受けている方は、現世代に

限り猶予継続、終身営農で免除

※いつでも買取り申出が可能

生産緑地の指定から 30年が経過した後は、

特定生産緑地の指定は受けられません。

×

固定資産税等の

優遇措置

固定資産税等の

優遇措置

宅地並み課税
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●特定生産緑地に指定しなかった場合の固定資産税等の激変緩和措置のイメ

ージ

●特定生産緑地指定までのスケジュール

特定生産緑地の指定に

係る同意書の提出
（市から指定に係る同意について

改めてお知らせします）

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

特定生産緑地に指定し

なかった場合は、宅地

並み課税となります

が、激変緩和措置とし

て５年間課税標準額に

軽減率を乗じた額にな

ります。（毎年１月１日

現在、現地が引き続き

営農されている場合に

限る）

12 月４日 指定期限

2022 2023 2024 2025 2026 2027

都市計画決定から30年経過（特定生産緑地に指定しない）

特定生産緑地の指定等に関する意向調査の実施

所有者等への説明会の開催

所有者等への説明会

の開催

特定生産緑地の指定

手続き

1

平成31年３月

岡崎市では、平成30年12月時点で約84.5haの生産緑地地区を指定していま

す。これらすべての生産緑地が、平成34年（2022年）12月４日に当初の指定か

ら30年が経過します。生産緑地地区の指定から30年が経過する平成34年（2022

年）12月５日以降、いつでも「買取り申出※」ができることとなります。また、

これまで適用されていた固定資産税等の課税が宅地並み課税となり、相続税

の納税猶予に関する税制措置も変わります。そのため、引き続き都市農地を計

画的に保全することを目的として、生産緑地法が改正され、「特定生産緑地制

度」が創設されました。

本市においては、現在、特定生産緑地の指定に向けて準備を進めています。

特定生産緑地の指定には、地権者の方の同意が必要であり制度内容を十分に

ご理解の上、指定の意思についてご判断いただく必要がありますので、事前

にお知らせいたします。なお、説明会や意向調査などは４ページのスケジュー

ルで、2019年度・2020年度に行っていく予定です。

※指定から30年経過しても、自動的に生産緑地地区の指定が解除されるも

のではありません。生産緑地地区の指定が解除されるには、市に「買取り

申出」をして、市が買い取らない場合と、隣接する農地が生産緑地地区で

はなくなったとき（面積要件である500㎡を満たさなくなった場合）に限

ります。

・特定生産緑地に指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑

地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。

10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長がで

きます。

・特定生産緑地への指定は、生産緑地地区の決定から30年が経過する平

成34年（2022年）12月４日までに指定する必要があります。

・これまで適用されていた固定資産税の課税や相続税の納税猶予の税制特

例措置の継続についても影響が生じる制度となります。

特定生産緑地制度とは・・・


